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証券コード　8889
平成27年12月７日

株 主 各 位
東 京 都 中 央 区 京 橋 一 丁 目 １ 番 ５ 号

代表取締役社長 大 村 浩 次
第16期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第16期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手
数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いただき、平成27年12月21日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送くだ
さいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成27年12月22日（火曜日）午前10時（受付開始予定:午前９時）
２．場 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号

鉄鋼会館　８階　801号室
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第16期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）

　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
　　連結計算書類監査結果報告の件
２．第16期（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）
　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

定款一部変更の件
取締役３名選任の件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいま
すようお願い申しあげます。

２．株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.apamanshop-hd.co.jp/）に修正事項
を掲載させていただきます。
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

(平成26年10月 1 日から
平成27年 9 月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（平成26年10月１日から平成27年９月30日まで）におけるわが国の経
済は、政府による経済政策や日本銀行による金融緩和を背景に、企業収益の改善や設備投
資の増加、雇用情勢の改善等、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方、個人消費に
つきましては、一部持ち直しの動きも見られましたが、消費税増税以降の消費マインドの
冷え込みや円安による輸入原材料価格の上昇やそれに伴う物価上昇等の影響から、依然と
して先行き不透明な状況で推移いたしました。
　このような環境の下、当社グループは、平成27年９月期からの「第２次中期経営計画」
を策定し、新たな事業成長に向けた取組みを実行してまいりました。
　当連結会計年度におきましても引き続き、中期経営計画の成長戦略である賃貸住宅仲介
業店舗数Ｎｏ.１を誇る「アパマンショップ」ブランドの最大限の活用や、本業と位置づけ
ている斡旋事業とプロパティ・マネジメント事業のシナジーによる事業の強化・拡大を図
ってまいりました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高372億70百万円（前期比1.7％増）、営
業利益24億７百万円（前期比14.2％増）、経常利益16億82百万円（前期比16.9％増)とな
り、税制改正及び税効果スケジュールの見直しにより、当期純損失36億66百万円（前連結
会計年度は14億82百万円の当期純利益）となりました。

事業のセグメント別業績は次のとおりであります。
①　斡旋事業

　賃貸斡旋を直営店で展開する賃貸斡旋業務は、主に連結子会社である㈱アパマンショッ
プリーシングが担当しております。当連結会計年度末で同社が運営する直営店は、契約ベ
ースで95店舗（前年度末比６店舗増）となり、当該事業の収益の核として成長しており
ます。当連結会計年度では、各種キャンペーンの推進、ＷＥＢサイトへの適正かつ情報量
を充実させた物件掲載による集客や、本部が推進する関連サービス商品（インターネット
回線・保険等の取次ぎ、消臭除菌剤、簡易消火器具の販売等）を積極的に展開してまいり
ました。賃貸斡旋をフランチャイズで展開する賃貸斡旋ＦＣ業務は、連結子会社である㈱
アパマンショップネットワークが担当しており、賃貸住宅仲介業店舗数における「業界Ｎ
ｏ.１」の不動産情報ネットワーク「アパマンショップ」を最大の強みとし、当連結会計
年 度 末 の 賃 貸 斡 旋 加 盟 契 約 店 舗 数 で 1 , 1 5 9 店 舗 （ 直 営 店 含 む ・ 加 盟 契 約
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ベース、前年度末比27店舗増）を展開しております。
　当連結会計年度は、前連結会計年度に引き続き、ＦＣ加盟店への集客対策として全国
統一施策を実施しております。まず、平成26年11月より、世界的にも人気の高いスペイ
ンプロサッカーチームのＦＣバルセロナとスポンサー契約を締結し、ＦＣバルセロナを
起用した大型プロモーションを実施しました。また、プロモーションの一環として、平
成26年12月より、ＦＣバルセロナを起用した新ＣＭの放送を開始いたしました。更に、
ＦＣバルセロナのオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを実施しました。
　その他にも、「高橋洋子　直筆サイン入りＣＤプレゼントキャンペーン」や物件の問
い合わせをされた方の中から抽選で「バケモノの子」や「ＧＡＭＢＡ　ガンバと仲間た
ち」のグッズをプレゼントする「ワクワク☆映画キャンペーン」等、集客対策の各種キ
ャンペーンを引き続き実施し、幅広いお客様層へのアパマンショップブランドの訴求、
反響数の拡大を図っております。
　また、㈱ロイヤリティマーケティングとの提携により、店頭でのご来店、ご成約時に
Ｐｏｎｔａポイントを付与するサービス、特定物件において、毎月の家賃支払時にＰｏ
ｎｔａポイントが付与されたり、ご成約時に特別Ｐｏｎｔａポイントとして通常より多
くポイントが付与される「アパマンＰｏｎｔａ部屋」や㈱ベネフィット・ワンとの提携
により15万件ものお得なサービス提供に加え、様々な機能を満載した入居者向けポータ
ルサイト「アパマン友の会」のサービスも引き続き展開しております。
　更に、ＦＣ加盟店に対しましては、地域別に配置した加盟店支援スタッフ（ＯＦＣ：
オペレーションフィールドカウンセラー）による店舗訪問、経営幹部も参加するＦＣ加
盟企業との会議を全国で定期的に開催、外部講師も交えた様々な勉強会を実施する等、
ＦＣ加盟店代表者及び現場スタッフとのコミュニケーション強化並びに前述のキャンペ
ーンも含めたサービスの浸透・店舗スタッフのサービス向上を引き続き強化いたしまし
た。研修サービスにおきましては、ＯＦＣによる店舗指導、直営店での店長研修に加え、
合宿型の集合研修や斡旋実務に店舗経営の部分にまで踏み込んだ加盟店向け営業利益コ
ンサルティングサービス等を実施し、研修制度の充実と店舗スタッフのサービス向上に
引き続き取り組んでおります。
　その他、アパマンショップトータルシステム（ＡＴＳ）におきましては、店舗におけ
る賃貸斡旋業務をサポートするアパマンショップオペレーションシステム（ＡＯＳ）の
登録物件数が当連結会計年度末で12,780,284件（前年度末比2,135,903件増）となりま
した。
　その結果、当連結会計年度の斡旋事業の売上高は113億21百万円（前期比2.1％増）、
営業利益は20億86百万円（前期比1.7％増）となりました。

②　プロパティ・マネジメント事業
　賃貸管理業務及びサブリース業務は、主に連結子会社である㈱アパマンショップリーシ
ング及び㈱アパマンショップサブリースが担当しております。引き続き入居率向上や原
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価低減策による収益性の向上への取組みを強化するとともに、保険の月額払い、24時間
駆付けサービスの月額商品の販売開始や家賃保証の内製化等、関連サービス業務の拡大に
も努めてまいりました。また、「アパマンショップ」で展開する各種キャンペーンを活用
したインターネット回線等の設置、生活関連商品販売の提案等、不動産オーナーへの訪問
活動及び管理戸数拡大に向けた営業活動を強化・推進する等、取引拡大及び満足度向上を
図るとともに、物件管理組織体制の見直し・強化を図り、サービスと収益性の向上に引き
続き注力いたしました。
　当連結会計年度末の管理戸数は合計63,492戸（前年度末比3,066戸増（管理戸数内訳：
賃貸管理戸数35,851戸、サブリース管理戸数27,641戸））となりました。
　その結果、当連結会計年度のプロパティ・マネジメント事業の売上高は236億58百万
円（前期比0.0％増）、営業利益は13億円（前期比24.5％増）となりました。

③　ＰＩ・ファンド事業
　投資不動産業務は、当社グループが保有している不動産の入居率向上及び経費削減等
により、収益性の向上に努めてまいりました。
　なお、本事業におきましては、保有不動産の売却を行ってきており、当該事業規模は
縮小しております。
　その結果、当連結会計年度のＰＩ・ファンド事業の売上高は19億38百万円（前期比
5.5％増）、営業利益は１億21百万円（前連結会計年度は８百万円の営業損失）となりま
した。

④　その他事業
　その他事業については、本業に関連した事業としてコインパーキング事業、ＳＯＨＯ事
業、自販機事業や登録センター等の規模の拡大、収益性の向上に努めてまいりました。
　その結果、当連結会計年度のその他事業の売上高は11億56百万円（前期比68.5％増）、
営業損失は２億６百万円（前連結会計年度は77百万円の営業損失）となりました。

事 業 区 分 売 上 高
斡旋事業 11,321百万円
プロパティ・マネジメント事業 23,658百万円
ＰＩ・ファンド事業 1,938百万円
その他事業 1,156百万円

⑵　資金調達等の状況
①　当社は、次のとおり資金調達を行い、主に既存借入金の返済並びに自己株式（Ａ種優

先株式）の取得を行っております。
　イ．㈱三井住友銀行から計182億円の借入
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　ロ．㈱りそな銀行から計46億41百万円の借入
　ハ．㈱西日本シティ銀行から計45億92百万円の借入
　ニ．㈱新生銀行から計13億85百万円の借入

②　その他当座貸越契約の状況は次のとおりとなっております。
　　取引金融機関との当座貸越契約　15億円

⑶　設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資は、総額で５億89百万円であります。これは主に、斡
旋事業において発生したアパマンショップトータルシステム（ＡＴＳ）関連のシステム開
発費用及び賃貸斡旋事業直営店の新規出店費用であります。なお、当連結会計年度におい
て重要な設備の売却・除却はありません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　　連結子会社の㈱あるあるＣｉｔｙは、事業譲渡契約の締結により、平成27年９月１日を

もって、あるあるＣｉｔｙ事業を㈱あるある（現㈱あるあるＣｉｔｙ）に譲渡いたしまし
た。なお、㈱あるあるは同日をもって、㈱あるあるＣｉｔｙに商号変更いたしております。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
　　連結子会社の㈱アパマンショップリーシングは、事業譲渡契約の締結により、平成27年

５月１日をもって、㈲住研鹿島の賃貸斡旋事業の一部（神栖店、鹿嶋店）及び賃貸管理事
業の一部を譲り受けました。

⑹　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　　連結子会社の㈱アパマンショップサブリースと㈱あるあるＣｉｔｙは、吸収合併契約の

締結により、平成27年９月１日をもって、㈱アパマンショップサブリースが存続会社とな
り、㈱あるあるＣｉｔｙのＰＩ・ファンド事業に関する権利義務を承継いたしました。

⑺　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
①　当連結会計年度に当社が取得又は処分した子会社及び関連会社等の株式等の状況
　イ.当社は、株式譲渡契約の締結により、平成26年11月４日をもって、㈱エイエス・サ

ンプクの全株式を取得し、完全子会社化いたしました。
　ロ.当社は、平成27年７月10日をもって、完全子会社の㈱あるある（現㈱あるあるＣｉ

ｔｙ）を設立いたしました。
　ハ.当社は、株式譲渡契約の締結により、平成27年８月10日をもって、当社が保有する

㈱システムソフトの全株式を連結子会社の㈱アパマンショップネットワークに譲渡い
たしました。

　ニ.連結子会社の㈱アパマンショップリーシングは、平成27年８月31日をもって、同社
の完全子会社の㈱アパマンショップリーシング北海道を設立いたしました。

　ホ.当社は、平成27年９月18日をもって、泛太不動産有限公司との合弁で、当社の出資
比率を49％とする持分法適用関連会社の和太不動產股份有限公司（台湾・台北市）を
設立いたしました。
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②　当連結会計年度に新株予約権を取得又は処分した会社等の状況
　該当事項はありません。

⑻　直前三事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第13期
(平成24年９月期)

第14期
(平成25年９月期)

第15期
(平成26年９月期)

第16期
[当連結会計年度]
(平成27年９月期)

売 上 高（百万円） 38,616 36,642 36,655 37,270
当 期 純 利 益（百万円） 93 2,213 1,482 △3,666
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 47.91 1,133.07 76.74 △206.93
総 資 産（百万円） 52,797 50,043 48,551 43,492
純 資 産（百万円） 7,385 9,032 9,763 2,011

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中平均発行
済株式数については、自己株式数を控除して算出しており、また、Ａ種優先株式数を含んでおりま
す。

２．第14期の当期純利益の額の増加、純資産の額の増加及び１株当たり当期純利益の額の増加は、主に
連結子会社の連結範囲変更に伴い発生した持分変動益を計上したためであります。

３．平成26年４月１日付で普通株式及びＡ種優先株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており
ます。これに伴い、第15期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり当期純利
益を算定しております。

４．当期純利益及び１株当たり当期純利益の△での金額表示は、損失を意味しております。
５．当連結会計年度における１株当たり当期純利益の額及び純資産の額の減少は、２頁に記載のとおり、

税制改正及び税効果スケジュールの見直しによるものであります。

⑼　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ
サ ブ リ ー ス 100百万円 100.0％ プロパティ・マネジメント事業、

ＰＩ・ファンド事業 他
㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ
リ ー シ ン グ 90百万円 100.0％ 斡旋事業、

プロパティ・マネジメント事業 他
㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ
ネ ッ ト ワ ー ク 2,650百万円 100.0％ 斡旋事業、その他事業

③　その他
　該当事項はありません。

－ 6 －



⑽　対処すべき課題
　近年、賃貸斡旋及びプロパティ・マネジメント業界は、企業間の競争が激しさを増して
おります。そのような業界の中にあって、当社グループは、賃貸住宅仲介業店舗数におい
て「業界Ｎｏ.１」の賃貸斡旋ネットワーク「アパマンショップ」を展開しております。
　当社グループは、更なる成長を目的とした平成28年９月期から平成32年９月期までの５
ヶ年の中期経営計画を新たに策定しております。平成28年９月期におきましても、引き続
き本業及び関連事業の内製化及び規模拡大による本業の事業成長と財務体質の強化を推進
してまいります。
　斡旋事業におきましては、賃貸斡旋業務（直営店）における店舗の積極出店、内製化に
よる規模の拡大やコスト削減、ＦＣ加盟店へのサービスの拡充を図ってまいります。賃貸
斡旋業務（直営店）では、立地やマーケティングの精査を行いながらも、収益性の確保が
できる店舗の出店を引き続き推進するとともに、関連サービス商品の販売の強化、並びに
効率的な店舗オペレーションの更なる追求等を進め、収益獲得の機会を増やし、ＦＣ加盟
店の模範となる店舗を引き続き目指してまいります。賃貸斡旋ＦＣ業務では、ＦＣ加盟店
の賃貸斡旋件数及び賃貸管理戸数の拡大を支援するため、「他社を圧倒的に引き離す反響
獲得」をテーマとした各種キャンペーンを継続的に実施いたします。また、ＦＣ本部と直
営店による各種研修、アパマンショップトータルシステム（ＡＴＳ）の提供、メールマガ
ジンやランキングブック等による情報提供並びにコンプライアンスに対する啓蒙活動等、
ＦＣ加盟店へのサービス向上施策を継続して取り組んでまいります。更に、賃貸業界Ｎｏ.
１のブランド力とネットワークを活用し、住生活に関する様々な商品やサービスの開発、
提供に取り組んでまいります。
　プロパティ・マネジメント事業におきましては、管理物件の入居率、内製化や貸し方の
多様化による収益性の向上への取組みを重視するとともに、不動産オーナーとのコミュニ
ケーションの徹底、直営店や協力業者との関係強化、社員教育、新商品販売、管理戸数の
拡大に向けた営業体制の強化に継続して取り組んでまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願
い申しあげます。
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⑾　主要な事業内容（平成27年９月30日現在）
報 告 セ グ メ ン ト 事 業 の 内 容

斡 旋 事 業

賃貸斡旋業務 日本最大級の物件情報量と圧倒的なブランド力
を武器に、直営店において賃貸斡旋を展開

賃貸斡旋ＦＣ業務

賃貸斡旋店「アパマンショップ」をフランチャ
イズ（ＦＣ）方式で展開し、ＦＣ加盟店に対し
て、「研修サービス」、「反響サービス」、「シ
ステムサービス」及び「情報提供サービス」を
提供

情報インフラ業務
ＦＣ加盟店に対して、アパマンショップオペレ
ーションシステム（ＡＯＳ）等を提供し、情報
の一元化等による業務効率向上を推進

関連サービス業務 入居者に対して、通信回線、家電・家具、家財
保険及び引越し等の取次ぎサービスを提供

準管理業務 直営店において、不動産オーナーから期日管理
や退去時リフォーム等の業務を受託

プ ロ パ テ ィ ・
マ ネ ジ メ ン ト 事 業

賃貸管理業務 アパート・マンションの所有者（不動産オーナ
ー）から賃貸管理を受託

サブリース業務 不動産オーナーから不動産物件を借上げ、当社
が貸主となって入居者に対し賃貸を行う

ＰＩ・ファンド事業 投資不動産業務 家賃収入を目的に収益不動産を保有

そ の 他 事 業
パーキング業務

不動産オーナーから土地又は駐車場を借上げ、
当社が貸主となって駐車場利用者に対し賃貸を
行う

コンストラクション
ＦＣ業務

ＦＣ加盟店に対して、資材販売等の各種サービ
スを提供

⑿　主要な営業所（平成27年９月30日現在）
㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 本 社 東京都中央区京橋一丁目１番５号
㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ サ ブ リ ー ス 本 社 東京都中央区京橋一丁目１番５号

㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ リ ー シ ン グ

本 社 東京都中央区京橋一丁目１番５号
支 店 北海道札幌市、宮城県仙台市、愛知県名古屋市、

大阪府大阪市、福岡県福岡市
営 業 所 静岡県浜松市、大阪府岸和田市、

兵庫県神戸市

㈱ ア パ マ ン シ ョ ッ プ ネ ッ ト ワ ー ク
本 社 東京都中央区京橋一丁目１番５号
支 店 北海道札幌市、愛知県名古屋市、

大阪府大阪市、福岡県福岡市
（注）　主要な工場はありません。なお、㈱アパマンショップリーシングの主要な営業所は、賃貸斡旋業務を

運営する直営店の個別の記載を省略しております。
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⒀　使用人の状況（平成27年９月30日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数

斡旋事業 497名
プロパティ・マネジメント事業 305名
ＰＩ・ファンド事業 ―
その他事業 22名
全社（共通） 43名

合 計 867名　(前年度末比52名増）
（注）１．使用人数には、アルバイト及び派遣社員は含まれておりません。
　　　２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属してい

るものであります。
　　　３．使用人数が前連結会計年度末と比べて、52名増加しましたのは、主に直営店の新規出店、ＷＥＢ掲

載物件の登録体制の強化に伴う増員によるものであります。

⒁　主要な借入先の状況（平成27年９月30日現在）
借 入 先 借 入 額

㈱ 三 井 住 友 銀 行 16,729百万円
㈱ り そ な 銀 行 4,469百万円
㈱ 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 4,422百万円
㈱ 新 生 銀 行 1,334百万円
㈱ み ず ほ 銀 行 917百万円

⒂　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項（平成27年９月30日現在）
⑴　発行可能株式総数 普通株式 41,350,000株

Ａ種優先株式 6,545,460株
⑵　発行済株式の総数 普通株式 14,198,060株

Ａ種優先株式 ―

　（注）当社は、Ａ種優先株式の普通株式への転換及びその市場への流通による株式希薄化リスクを抑制する
ことが既存普通株主の皆様の利益に適うものと判断し、平成27年７月６日をもって、Ａ種優先株式
5,355,460株の取得及び発行済Ａ種優先株式の全て（6,545,460株）を消却いたしました。

⑶　株主数 普通株式 10,369名
Ａ種優先株式 ―

⑷　大株主
①普通株式

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

大 村 浩 次 2,635,960 19.22
三 光 ソ フ ラ ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 847,890 6.18
ジ ャ パ ン ベ ス ト レ ス キ ュ ー シ ス テ ム ㈱ 816,470 5.95
㈱ ポ エ ム ホ ー ル デ ィ ン グ ス 647,790 4.72
アパマンショップホールディングス取引先持株会 397,020 2.90
㈱ ク リ ー ク ・ ア ン ド ・ リ バ ー 社 215,330 1.57
㈱ Ｍ Ｇ フ ァ シ リ テ ィ ー ズ 193,790 1.41
ワ ー ル ド ・ キ ャ ピ タ ル ㈱ 186,060 1.36
ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡＹ 178,700 1.30
平 野 　 修 164,390 1.20

（注）１．自己株式（普通株式485,157株）を除く、大株主上位10名を記載いたしております。
　　　２．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（普通株式485,157株）を控除して計算しておりま

す。

②Ａ種優先株式
　該当事項はありません。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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３．会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（平成27年

９月30日現在）
　平成23年２月４日開催の当社取締役会の決議による新株予約権

イ．新株予約権の数　　　　　　　　140個
（新株予約権１個につき30,000株）

ロ．目的となる株式の種類及び数　　普通株式4,200,000株
ハ．新株予約権の払込金額　　　　　１個につき69,000円
ニ．新株予約権の行使に際して
　　出資される財産の価額　　　　　１個当たり9,810,000円

（１株当たり327円）
ホ．取締役、その他役員の保有する新株予約権の区分別合計

権 利 行 使 期 間 新 株 予 約
権 の 数

目 的 と な る
株 式 の 数 保 有 者 数

取　締　役 平成23年 3 月30日から
平成29年 3 月29日まで 140個 4,200,000株 3名

　（注）平成26年４月１日付で行った１株を10株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の
数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（平成27年９月30日現在）

氏 　 　 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

大 村 浩 次 取締役社長（代表取締役)
㈱アパマンショップリーシング代表取締役社長、㈱システム
ソフト取締役、㈱アパマンショップネットワーク代表取締役
会長及び㈱アパマンショップサブリース取締役会長

石 川 雅 浩 常 務 取 締 役 ㈱システムソフト取締役、㈱アパマンショップネットワーク
常務取締役及び㈱アパマンショップリーシング常務取締役

川 森 敬 史 常 務 取 締 役
㈱アパマンショップネットワーク代表取締役社長、㈱アパマ
ンショップリーシング常務取締役及び㈱アパマンショップ
サブリース取締役

髙 尾 正 紀 常 勤 監 査 役 ㈱アパマンショップサブリース監査役

渕ノ上 邦 晶 監 査 役 ㈱アパマンショップネットワーク監査役及び㈱アパマンシ
ョップリーシング監査役

有 保 　 誠 監 　 査 　 役

山 田 毅 志 監 　 査 　 役 ㈱タクトコンサルティング取締役、税理士法人タクトコンサ
ルティング代表社員及び㈱シーアールイー社外監査役

（注）１．監査役有保誠氏及び監査役山田毅志氏は、社外監査役であります。
２．監査役山田毅志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度

の知見を有するものであります。
３．当社は、監査役山田毅志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届

け出ております。
４．当社は、社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる旨の規定を定款第31条第２項に設けておりますが、会社法第427条第１項に定める責任
限定契約は締結しておりません。

⑵　当事業年度中において辞任した会社役員又は解任された会社役員の状況
　　該当事項はありません。

　⑶　取締役及び監査役の報酬等の総額
区　　分 支給人員 支　給　額 摘　　要

取　締　役 3名 178百万円
監　査　役 4名 18百万円 うち社外監査役２名　７百万円
合　　　計 7名 197百万円 前事業年度の支給額合計 206百万円

（注）１．上記金額には、取締役の使用人分の給与等は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成17年12月21日開催の第６期定時株主総会において、年額300百万円以

内と決議いただいております。
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３．監査役の報酬限度額は、平成17年12月21日開催の第６期定時株主総会において、年額50百万円以
内と決議いただいております。

４．取締役に関する個別の報酬等の額の決定は、取締役会において審議・承認されております。また、
監査役に関する個別の報酬等の額の決定は、監査役会において協議・決定されております。

　⑷　社外役員に関する事項
①　社外取締役

　該当事項はありません。
②　社外監査役　有保　誠氏（平成17年12月21日就任）

イ．会社法施行規則第124条第１項第１号及び第２号に定める重要な兼職の状況
　該当事項はありません。なお、同氏は当社株式の6.18％を保有する大株主である三
光ソフランホールディングス㈱に勤務しております。

ロ．会社法施行規則第124条第１項第３号に定める会社又は会社の特定関係事業者の業
務執行者又は役員との親族関係
該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況
イ　取締役会及び監査役会への出席の状況

取締役会開催回数17回、うち出席回数17回　出席率100.0％
監査役会開催回数11回、うち出席回数11回　出席率100.0％

ロ　取締役会及び監査役会における発言の状況
　同氏は、主に法令や定款の遵守に係る見地から意見を述べ、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会
において、監査結果についての意見交換並びに監査に関する重要事項の協議等を行
っております。
ハ　当該社外役員の意見による当社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定の

変更
　該当事項はありません。
ニ　当社の不正な業務執行に関する対応の概要

　該当事項はありません。
ニ．社外役員の報酬等の総額

　社外役員の報酬等の総額につきましては、「４．会社役員に関する事項　⑶取締役
及び監査役の報酬等の総額」に記載のとおりであります。

ホ．当社の子会社から当事業年度に役員として受けた報酬等の総額
　該当事項はありません。

ヘ．社外役員についての会社法施行規則第124条第１号から第７号に掲げる事項の内容
に対しての意見

　該当事項はありません。
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③　社外監査役　山田毅志氏（平成18年６月29日就任）
イ．会社法施行規則第124条第１項第１号及び第２号に定める重要な兼職の状況

　同氏は、㈱タクトコンサルティングの取締役、税理士法人タクトコンサルティング
の代表社員及び㈱シーアールイーの社外監査役を兼任しております。税理士法人タク
トコンサルティングは、当社連結子会社の㈱アパマンショップリーシングとの間に顧
問契約の取引関係があります。

ロ．会社法施行規則第124条第１項第３号に定める会社又は会社の特定関係事業者の業
務執行者又は役員との親族関係
該当事項はありません。

ハ．当該事業年度における主な活動状況
イ　取締役会及び監査役会への出席の状況

取締役会開催回数17回、うち出席回数16回　出席率 94.1％
監査役会開催回数11回、うち出席回数11回　出席率100.0％

ロ　取締役会及び監査役会における発言の状況
　同氏は、主に公認会計士として財務・会計等の見地から意見を述べ、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、
監査役会において、監査結果についての意見交換並びに監査に関する重要事項の協
議等を行っております。
ハ　当該社外役員の意見による当社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定の

変更
　該当事項はありません。
ニ　当社の不正な業務執行に関する対応の概要

　該当事項はありません。
ニ．社外役員の報酬等の総額

　社外役員の報酬等の総額につきましては、「４．会社役員に関する事項　⑶取締役
及び監査役の報酬等の総額」に記載のとおりであります。

ホ．当社の子会社から当事業年度に役員として受けた報酬等の総額
　該当事項はありません。

ヘ．社外役員についての会社法施行規則第124条第１号から第７号に掲げる事項の内容
に対しての意見

　　該当事項はありません。
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④　社外取締役を置くことが相当でない理由
　当社においては、原則として、当社グループの事業及び組織を熟知した３名の社内取
締役が、少数精鋭主義の下に適宜役割分担し、更には、グループ会社の代表取締役等を
兼ねる形で、グループ全体を通じた迅速な意思決定及び適確な相互監視を実現しており
ます。また、監査役のうち半数以上を社外監査役とし、経営からの独立性を保ちつつ、
適確な業務監査を実施できる体制としております。
　現状、当社において社外取締役を置いたとしても、費用を上回る便益が得られず、か
えって迅速な意思決定が阻害されるおそれがあることから、当社としては社外取締役を
置くことは相当でないと考えております。ただし、社外取締役について、社会的要請が
高まっていることは認識しており、今後は持株会社体制の基盤・規模の拡充に鑑みて、
当社グループの社外取締役の適任者を選定すべく鋭意努力をいたします。

　⑸　その他会社役員に関する重要な事項
　該当事項はありません。

５．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

⑵　当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 41百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 46百万円

　（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶　監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意をした理由
　監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を受け
た上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況（従前の事業年度における
職務状況も含む）及び報酬見積もりの算定根拠等が適切であるかについて確認し、審議し
た結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同
意しております。

⑷　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

－ 15 －



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

⑸　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があるとき等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　（注）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたことに
伴い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の決定機関を、取締役会から監査役会に変更しており
ます。

⑹　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会計監査人との間で会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結
することができる旨を定款で定めておりません。

⑺　当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
　該当事項はありません。

⑻　その他
　会社法施行規則第126条第５号、第６号及び第９号については、該当する事項はありま
せん。
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６．会社の体制及び方針
（１）業務の適正を確保するための体制
　①当社及びグループ子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制
イ．持株会社体制下の親会社である当社におきましては、当社及びグループ子会社の取締役の
職務の執行の適法性を確保するための体制として、コンプライアンス体制の強化を企図して、
複数の専門性を有する社外監査役を選任し、併せて取締役会規程、グループ経営会議規程、職
務権限規程（決裁権限を含む）、業務分掌規程及び関係会社管理規程等を策定し、適正に運用
しております。
ロ．当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の使用人に
よって構成されるグループ経営会議を設置しており、グループ全体で相互に重要な情報を共有
することによって、グループ全体の業務の適正を確保する体制としております。
ハ．当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたコンプライア
ンス委員によって構成されるコンプライアンス委員会を設置しており、当社及び主要なグルー
プ子会社におけるコンプライアンスに関する重要な事実を共有することによって、グループ全
体における法令遵守及び業務の適正を確保する体制としております。
ニ．当社及びグループ子会社は、グループ全体の経営理念、経営方針、当社及びグループ子会
社の取締役及び使用人が遵守すべき具体的な行動基準等を定めたコンプライアンス・マニュア
ルを策定し、当社及びグループ子会社において周知徹底しております。
ホ．当社では、当社グループにおける法令違反、社内規則違反等を早期に把握、解決するため
に、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、当社及びグループ子会社にお
ける法令違反、社内規則違反等について内部通報を受ける体制としております。
ヘ．当社及びグループ子会社では、定期的に社員研修を行うことを通じて、法令遵守の重要性
を周知するとともに、コンプライアンス意識の醸成を図っております。
ト．当社では、当社及びグループ子会社の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内
部監査部門を設置し、当社及びグループ子会社における業務プロセスを詳細に調査、監査及び
モニタリングを実行することにより、財務報告に係る内部統制の整備・運用面も含めた内部監
査が実施・実践されており、万一、当社及びグループ子会社の使用人の職務執行においてコン
プライアンス違反等が存在した場合にも、再発防止策・改善策が適時・適切に実施される体制
としております。
チ．また、当社及びグループ子会社では、反社会的勢力への対応についてもコンプライアンス
の一環として取り組んでおり、「反社会的勢力との関係遮断」をグループ共通の重点施策とし
て位置付け、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会的勢力排除に関する
条項―を記載して徹底を図っております。

　②当社及び主要なグループ子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．当社及び主要なグループ子会社は、情報保存管理体制に関連する情報・手続等を共有して
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おり、主要なグループ子会社を含めた共通の電子稟議制度及び稟議規程、文書管理規程、個人
情報管理規程並びに情報管理規程等に準拠して情報の保存及び管理を行っており、当該規程は、
当社及び主要なグループ子会社の全役職員が閲覧でき、周知徹底できるように対応しておりま
す。
ロ．一方、当社及び主要なグループ子会社の株主総会、取締役会及びグループ経営会議等の主
要な会議の議事録及び関連書類並びに計算書類等の法定書類及び稟議その他重要書類等は、関
連資料とともに関連法令又は規程に定められた期間にて、保存・管理しております。

　③当社及びグループ子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社及びグループ子会社では、リスク管理体制の基底となるリスク管理規程及びリスク管
理実施要領を定め、更に当社及びグループ子会社の情報セキュリティを保全すべく情報セキュ
リティ基本方針及びその他ＩＴに係る要領等を定め、これらの規程類に依拠したリスク管理体
制の構築を推進しております。
ロ．当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたリスク管理委
員によって構成されるリスク管理委員会を設置しており、当社及び主要なグループ子会社のリ
スクについて、グループ全体でリスクの把握、管理する体制としております。
ハ．当社及びグループ子会社においての主要なリスクとしては、１）直接又は間接に経済的な
損失をもたらす事象、２）事業の継続を中断・停止させる事象、３）信用を毀損し、ブランド
イメージを失墜させる可能性等を想定しております。また、当社及びグループ子会社の各部
署・部門においては、事業目的に関連した経営に重大な影響をもたらす可能性があるリスクを
具体的に識別するため、「リスク・リスト」を策定しております。
ニ．当社及びグループ子会社のリスク管理上、特に重大な危機・緊急事態等の不測の事態が発
生した場合には、危機（緊急事態）管理規程に基づき、社長を最高責任者（本部長）とする緊
急時対策本部を設置し、損害の拡大防止並びに危機（緊急事態）の収束に向けて社内外からの
専門的なノウハウ・機能を集約して、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を構
築いたします。

　④当社及びグループ子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社の代表取締役及び取締役は、大半のグループ子会社の代表取締役社長を兼任すること
としており、一部のグループ子会社におきましては、同社の取締役又は監査役を兼任すること
としております。これにより、グループ子会社を含めた持株会社体制の全体的な統合性、統一
性等の面において、グループ全体で、整合性及び共通性のある各種の規程類に準拠した取締役
の職務の執行が行われることとしております。
ロ．当社グループでは、当社及びグループ子会社における効率的・合理的な経営計画や事業計
画の策定・推進、重要な情報の共有・活用を図るために、当社及び主要なグループ子会社の取
締役及び副本部長以上の使用人をもって構成するグループ経営会議を活用しており、各グルー
プ会社間の相乗効果によって、事業の拡充・協調等がなされる体制を構築しております。
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ハ．当社及び主要なグループ子会社では、グループ全体で効率的な会計処理を実施するため、
グループ共通の会計管理システムを導入しております。また、当社は、グループ全体の資金調
達の効率化のため、グループ間貸付等のグループファイナンスを実施しております。
ニ．当社は、グループ子会社における兼任取締役の職務執行の効率化を図るべく、執行役員制
度を設けて、取締役の経営監督機能と業務執行機能の役割分担を明確化し、取締役の職務執行
が効率的に、かつ効果的に実施されるための体制（態勢）を整備・運用しております。

　⑤グループ子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
イ．当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の社員が参
加するグループ経営会議において、グループ全体で相互に重要な情報を共有することとしてお
り、これにより適時にグループ子会社の業務執行に係る事項が当社に報告される体制としてお
ります。
ロ．当社では、関係会社管理規程を定め、グループ子会社における一定の重要な意思決定に係
る事項については、事前に当社の担当部門に承認を求め、又は報告することを義務付けており
ます。
ハ．当社では、当社の内部統制推進部門及び内部監査部門によるグループ企業集団の内部統制
の再検証、その運用状況の監視・牽制機能の拡充及び改善勧告等により連結内部統制の適切な
整備・運用を推進することで、統一性のある内部統制システムの構築を期して、企業集団にお
けるコンプライアンス体制及び内部統制の強化による業務の適正化を図るべく鋭意、推進して
おります。

　⑥当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

イ．当社の監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、その人数、要
件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を配置することで対応いたします。
ロ．当該使用人の取締役からの独立性を強化するとともに、監査役の当該使用人に対する指示
の実効性を確保するため、当該使用人が監査役の補助業務に従事する際には、監査役の指揮命
令に従うものといたします。また、当該使用人の業績考課、人事異動、賞罰については、事前
に監査役の同意を得るものといたします。

　⑦当社の取締役及び使用人又はグループ子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に
報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを受けないことを確保するための体制

イ．各月１回以上、定期的に開催される当社取締役会には、当社の監査役も出席し、取締役会
での報告・審議・決裁事項等を取締役と共有し、共通認識をしております。
ロ．毎週開催されるグループ経営会議についても、当社の監査役に対して事前に議題・議案を
通知しており、同監査役において、その必要性を認めた場合には、グループ経営会議に出席す
ることとしています。また、グループ経営会議の議事内容については、グループ経営会議の開
催後、速やかに議事録を作成の上、当社の監査役ともこれを共有することとしております。
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ハ．更に、定期的に開催されるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会には、当社の監
査役も出席し、当社及び主要なグループ子会社のコンプライアンスに関する重要な事実や、リ
スク管理体制等に関する事項について、報告を受けることとしております。
ニ．当社の監査役は、当社及び主要なグループ子会社間で共有の電子稟議システムにより、当
社の監査役は、個々の電子稟議を検閲して、グループ全体の業務執行をチェック・監視する機
能を有しております。
ホ．当社の監査役は、重要な子会社の監査役を兼任することとしており、その他の子会社につ
いても、グループ経営会議やコンプライアンス委員会等を通じて、必要な報告を受けることに
より、グループ全体の業務執行をチェック・監視できる体制としております。
ヘ．内部監査部門が監査により知り得た、当社及びグループ子会社に関する重要な情報や内部
監査報告書は、内部監査規程に基づき、確実に当社の監査役に報告される体制としております。
ト．当社は、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、当社及びグループ子
会社における法令違反、社内規則違反等について内部通報を受けることとしており、通報内容
については速やかに当社の監査役に報告される体制としております。
チ．当社は、監査役に対する報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ子会社において周知徹底するものとしま
す。

　⑧当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前
払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要で
ないと明らかに認められる場合を除き、速やかに所定の手続に従い、これに応じるものとしま
す。

　⑨その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役監査の実務面において、当社及びグループ子会社の全業務部門は、監査役の要請に応
じて当該部門の使用人等が、関連する資料の説明・作成・編集等の監査実務の補助を行ってお
ります。また、内部統制部門及び内部監査部門の要員も監査役の要請により、監査役の監査実
務の補助機能を担っております。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　①内部統制システムの整備に関する基本方針の改定

　当社は、毎年、内部統制システムの整備に関する基本方針について関連法令の改定や内外環
境の変化等を踏まえて、見直しの要否を検討しております。当事業年度においては、本年５月
１日に施行された改正会社法及び会社法施行規則に対応するため、平成27年５月28日開催の当
社取締役会の決議により内部統制システムの整備に関する基本方針及び重要な社内規程の一部
改定を行いました。
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　②コンプライアンスに対する取組の状況
　当社は、遵守すべき行動指針を定めた手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を策
定する他、月１回定期的にコンプライアンス勉強会を開催し、全従業員へのコンプライアンス
遵守に対する意識浸透を進めております。

　③その他の事項に関する運用状況については、特段に記載すべき事項はありませんでした。

（3）株式会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

（4）剰余金の配当等に関して取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
①　当社では、平成18年６月29日開催の臨時株主総会において、剰余金の配当等を取締役

会の決議によって決定することができる旨（定款第37条第１項）の決議をいただいてお
ります。

②　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、業績の進展等を
勘案しながら利益還元に努めることを基本方針としております。また、内部留保金につ
きましては、財務体質の強化と今後の事業展開に備え確保し、将来にわたる株主利益の
向上に努めていく所存であります。

③　期末配当につきましては、毎年９月30日最終、また中間配当については毎年３月31日
最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対して、金銭によ
る剰余金の配当を行うことができます。

④　当社におきましては、定款第37条第３項の定めにより、会社法第459条第１項各号に
規定された事項を株主総会の決議によっては定めません。

⑤　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき12円とすることを定款第37条第
３項の定めに準拠して、平成27年10月29日開催の取締役会において決議いたしました。

（5）特定完全子会社に関する事項
イ．特定完全子会社の名称及び住所
　　株式会社アパマンショップサブリース
　　東京都中央区京橋一丁目１番５号セントラルビル
ロ．当社及び完全子会社等における特定完全子会社の株式の当事業年度の末日における帳

　簿価額の合計額
　　144億72百万円
ハ．当社の当事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額
　　442億91百万円

（注）１．事業報告中に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
２．本事業報告の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年９月30日現在） (単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 6,592 流 動 負 債 8,168
現 金 及 び 預 金 2,609 買 掛 金 860
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,494 短 期 借 入 金 500
商 品 50 1年内返済予定の長期借入金 2,347
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 133 未 払 法 人 税 等 237
短 期 貸 付 金 40 賞 与 引 当 金 19
繰 延 税 金 資 産 711 賃 貸 管 理 契 約 損 失 引 当 金 12
そ の 他 1,589 そ の 他 4,191
貸 倒 引 当 金 △37 固 定 負 債 33,311

固 定 資 産 36,899 長 期 借 入 金 28,294
有 形 固 定 資 産 17,178 繰 延 税 金 負 債 233
建 物 及 び 構 築 物 5,272 賃 貸 管 理 契 約 損 失 引 当 金 14
土 地 11,573 退 職 給 付 に 係 る 負 債 129
そ の 他 331 資 産 除 去 債 務 114

無 形 固 定 資 産 12,338 長 期 預 り 敷 金 1,611
の れ ん 11,577 長 期 預 り 保 証 金 2,715
そ の 他 761 そ の 他 199

投 資 そ の 他 の 資 産 7,382 負 債 合 計 41,480
投 資 有 価 証 券 2,456 純 資 産 の 部
長 期 貸 付 金 118 株 主 資 本 1,948
敷 金 及 び 保 証 金 2,037 資 本 金 7,311
繰 延 税 金 資 産 2,606 資 本 剰 余 金 113
そ の 他 905 利 益 剰 余 金 △3,582
貸 倒 引 当 金 △741 自 己 株 式 △1,894

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 15
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 8
為 替 換 算 調 整 勘 定 6

新 株 予 約 権 9
少 数 株 主 持 分 38
純 資 産 合 計 2,011

資 産 合 計 43,492 負 債 ・ 純 資 産 合 計 43,492
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連 結 損 益 計 算 書
(平成26年10月 1 日から

平成27年 9 月30日まで)
（単位：百万円）

科　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　　　　額
売上高 37,270
売上原価 26,362

売上総利益 10,907
販売費及び一般管理費 8,500

営業利益 2,407
営業外収益

受取利息 1
受取配当金 0
金利スワップ評価益 27
持分法による投資利益 106
雑収入 29 164

営業外費用
支払利息 493
支払手数料 326
匿名組合投資損失 19
雑損失 50 889
経常利益 1,682

特別損失
固定資産除却損 27
減損損失 1
店舗閉鎖損失 17
持分変動損失 12
リース解約損 1
その他 0 61
税金等調整前当期純利益 1,621
法人税、住民税及び事業税 298
法人税等調整額 4,988 5,286
少数株主損益調整前当期純損失 △3,665
少数株主利益 1
当期純損失 △3,666
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連結株主資本等変動計算書
(平成26年10月 1 日から

平成27年 9 月30日まで)
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 7,311 2,863 2,233 △2,714 9,694
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △190 △190
当 期 純 損 失 △3,666 △3,666
自 己 株 式 の 取 得 △3,889 △3,889
自 己 株 式 の 処 分 △2 2 0
自 己 株 式 の 消 却 △4,706 4,706 －
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替 1,958 △1,958 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 － △2,750 △5,815 819 △7,746
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 7,311 113 △3,582 △1,894 1,948

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 少 数 株 主

持 分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利 益 累 計
額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 18 3 22 9 36 9,763
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △190
当 期 純 損 失 △3,666
自 己 株 式 の 取 得 △3,889
自 己 株 式 の 処 分 0
自 己 株 式 の 消 却 －
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

△10 3 △7 － 1 △5

連結会計年度中の変動額合計 △10 3 △7 － 1 △7,751
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 8 6 15 9 38 2,011
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連　結　注　記　表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

イ．連結子会社の数　　　　　　　12社
ロ．主要な連結子会社の名称　　　㈱アパマンショップサブリース

㈱アパマンショップリーシング
㈱アパマンショップネットワーク

②非連結子会社の名称等
イ．非連結子会社の名称　　　　　APAMANSHOP(THAILAND) Co.,Ltd.
ロ．連結の範囲から除いた理由

小規模であり、総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合
う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

③議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社の名称等
　該当事項はありません。

⑵　持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

イ．持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　３社
ロ．主要な会社等の名称　　　　　　　　　　　　㈱システムソフト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全管協ポータルサイト㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和太不動產股份有限公司

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
イ．当該子会社の名称　　　　　　APAMANSHOP(THAILAND) Co.,Ltd.
ロ．当該関連会社の名称　　　　　愛泊満不動産経営管理有限公司
ハ．持分法を適用していない理由

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か
ら除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法
の適用範囲から除外しております。

③他の会社の議決権の20％以上、50％以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社と
しなかった当該他の会社等の名称及び理由
イ．当該会社等の名称　　　　　　㈱エイエスエヌ・ジャパン
ロ．関連会社としなかった理由

㈱エイエスエヌ・ジャパンは、当社が議決権の35％を所有しているものの、財務上又は営業上も
しくは事業上の関係からみて財務及び営業又は事業の方針の決定に関して重要な影響を与えること
ができないため関連会社としておりません。

④持分法の適用の手続きについて特に示す必要があると認められる事項
　持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算
書類を使用しております。
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⑶　連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
①連結の範囲の変更

新たに連結の範囲に含めた会社の名称及び変更の理由
会社の名称 変更の理由

㈱エイエス・サンプク 新規取得のため

㈱あるあるCity（旧㈱あるある）
㈱あるあるを新規設立し、㈱あるあるCityよりあるある
City事業を譲り受け、㈱あるあるCityに名称を変更いたし
ました。

㈱アパマンショップリーシング北海道 新規設立のため

連結の範囲から除外となった会社の名称及び変更の理由
会社の名称 変更の理由

㈱あるあるCity ㈱アパマンショップサブリースに吸収合併されたため

②持分法の適用の範囲の変更
新たに持分法適用会社となった会社の名称及び変更の理由

会社の名称 変更の理由
和太不動產股份有限公司 新規設立のため

⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Stasia Capital Hong Kong Limited(ステイジア香港)及び百特豪世房地産咨

(上海)有限公司(ベターハウス)の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、これらの会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致してお
ります。

⑸　会計処理基準に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。
匿名組合出資金の会計処理（連結で消去される匿名組合出資金を除く）
イ　貸借対照表の表示
　　一部の連結子会社は匿名組合出資を行っており、営業目的以外の出資金を「投資有価証券」

に計上しております。
ロ　損益区分
　　一部の連結子会社が営業目的以外の目的で出資している匿名組合の営業により獲得した損益

の持分相当額については、純額を営業外損益に計上しており、これに対応し、「投資有価証券」
を加減する処理としております。
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ハ　払戻し処理
　　出資金の払戻し（営業により獲得した損益の持分相当額を含む）については、「投資有価証

券」を減額する処理としております。
ロ．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法
ハ．棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品
主に最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採

用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

自社利用の有形固定資産については、主に定率法を採用しております。また、賃貸目的の有形固
定資産については、主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ３年～50年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

ハ．リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

③重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌連結会計年度支給見込額のうち当連結会計年度負担

額を計上しております。
ハ．賃貸管理契約損失引当金

賃貸管理業務のサブリース事業において貸主への賃料保証による損失発生に備えるため、当連結
会計年度末において賃料保証している物件のうち、損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見
積もることのできる物件について、損失見積額を計上しております。

④その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．のれんの償却方法及び償却期間
原則として３年間の均等償却を行っております。ただし、事業計画等により効果の発現する期間

を合理的に見積もることが可能な場合は、当該期間（最長20年）において均等償却を行っておりま
す。

ハ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供されている資産及び担保に係る債務

①担保に供されている資産 建物及び構築物 3,736百万円
土地 10,822百万円
有形固定資産（その他） 27百万円
投資有価証券 2,189百万円

合計 16,776百万円
なお、上記以外に子会社株式12,141百万円が担保に供されております。

②担保に係る債務 一年内返済予定の長期借入金 2,010百万円
長期借入金 24,189百万円

合計 26,199百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 3,121百万円

⑶　偶発債務
連結会社以外の会社等がなした金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

住宅ローン利用者(8名) 3百万円
過年度において当社グループが販売した不動産購入者が、提携金融機関から借入を行ったものにつき

債務保証を行っております。
なお、新規取扱は行っておりません。
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当 連 結 会 計 年 度
期首株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
増加株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
減少株式数（株）

当 連 結 会 計 年 度
末 株 式 数 （ 株 ）

普通株式 14,198,060 － － 14,198,060
Ａ種優先株式 6,545,460 － 6,545,460 －

合計 20,743,520 － 6,545,460 14,198,060
（変動事由の概要）

Ａ種優先株式の減少数6,545,460株は、株式の消却によるものであります。

⑵　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額

平成26年10月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項
配当金の総額 普通株式 137,150,730円

Ａ種優先株式 53,554,600円
配当原資 普通株式 利益剰余金

Ａ種優先株式 利益剰余金
１株当たりの配当金額 普通株式 10円

Ａ種優先株式 10円
基準日 平成26年９月30日
効力発生日 平成26年12月22日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成27年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

配当金の総額 普通株式 164,554,836円
配当原資 普通株式 利益剰余金
１株当たりの配当金額 普通株式 12円
基準日 平成27年９月30日
効力発生日 平成27年12月24日

⑶　当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式
の数

平成23年２月４日開催の取締役会
決議に基づくもの

目的となる株式の種類 普通株式
目的となる株式の数 4,200,000株
新株予約権の残高 140個
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４．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については流動性の極めて高い現金及び預金等の金融資産に限定し、資金

調達については運転資金を銀行借入により行っております。また、デリバティブ取引については、後述
するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
投資有価証券である株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
投資有価証券のうち匿名組合出資については、不動産市況の下落、ノンリコースローンの金利上昇に

よっては、出資元本を割り込むリスクがあります。また、当該匿名組合出資はノンリコースローンに劣
後し、かつ、組合員たる地位の譲渡にも制限があるため流動性リスクに晒されております。

借入金は、主に不動産取引、システム開発等に係る資金調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク回避を目的とした金利スワップ取引であります。

③金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスクの管理

投資有価証券のうち債券については、担当部門が定期的又は必要に応じて発行体の信用調査を実施
し、信用リスクの軽減を図っております。

ロ．市場リスクの管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しており

ます。
投資有価証券については、担当部門が定期的に有価証券の残高及び時価を調査し、運用方針の検討

を行っております。
ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、経理・財務規程に基づき担当部門が資金計画を策定・更新し、効率的な資金の調
達及び運用を実施しております。

投資有価証券のうち匿名組合出資については、当該匿名組合の状況を常に把握するとともに、取締
役会等への報告・相談を通じて流動性リスクの管理を実施しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採
用することにより当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引」におけるデリバテ
ィブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもの
ではありません。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
平成27年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの及び重要性の低いものは含まれてお
りません（(注)２．参照）。

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

①現金及び預金 2,609 2,609 －
②受取手形及び売掛金 1,494 1,494 －
③短期貸付金 40 40 －

貸倒引当金(＊1) △37 △37 －
1,497 1,497 －

④投資有価証券 2,217 1,841 △376
⑤長期貸付金 118 118 －

資産計 6,442 6,066 △376
①買掛金 860 860 －
②短期借入金 500 500 －
③１年内返済予定の長期借入金 2,347 2,347 －
④長期借入金 28,294 28,294 －

負債計 32,002 32,002 －
デリバティブ取引(＊2) (34) (34) －

(＊1)受取手形及び売掛金、短期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(＊2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については、（　）で示しております。

(注)１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③短期貸付金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
④投資有価証券

上場株式については取引所の価格によっております。
⑤長期貸付金
　長期貸付金の時価の算定は、個別ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指
標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。また貸倒懸念
債権については同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証に
よる回収見込額等により、時価を算定しております。
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負債
①買掛金、②短期借入金、③１年内返済予定の長期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
④長期借入金

元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっ
ております。

デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連

区分 取引の種類
当連結会計年度(平成27年９月30日)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以
外の取引

金利スワップ取引
変動受取・固定支払 1,500 900 △34 27

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場証券(＊1) 238
出資金(＊1) 2
敷金及び保証金(＊2) 2,037
長期預り敷金(＊3) 1,611
長期預り保証金(＊3) 2,715

(＊1)非上場証券及び出資金については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もる
ことができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「⑵金融商品の時価
等に関する事項」の表には含めておりません。

(＊2)敷金及び保証金については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「⑵金融商品の時価等に関
する事項」の表には含めておりません。

(＊3)長期預り敷金及び長期預り保証金は市場価格がなく、かつ、入居から退去までの実質的な預託
期間を算定することが困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極
めて困難と認められるため、「⑵金融商品の時価等に関する事項」の表には含めておりません。
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(注)３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 2,609 － － －
受取手形及び売掛金 1,494 － － －
短期貸付金 40 － － －
長期貸付金 － 93 46 －

(注)４．借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内

（百万円）
１年超５年以内

（百万円）
５年超10年以内

（百万円）
10年超

（百万円）
長期借入金(１年内
返済予定を含む) 2,347 9,388 18,905 －

合計 2,347 9,388 18,905 －

５．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、政令指定都市を中心に日本各地において、主に商業施設及び賃貸マ
ンション等を所有しております。平成27年９月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は444
百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。また、当該賃貸等不動産の連
結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び当連結会計年度末の時価は、次のとおりであります。

⑵　賃貸等不動産の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の

時価
（百万円）当連結会計年度

期首残高
当連結会計年度

増減額
当連結会計年度末

残高
16,716 △213 16,503     16,638

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で
あります。

２．当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は新規取得（20百万円）、主な減少額は減価償却費
（233百万円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価
書（時点修正等も含む）に基づく金額、その他の物件については主として「固定資産税評価額」
を基に合理的な調整を行って算出した金額であります。
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６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 143円17銭
⑵　１株当たり当期純利益 △206円93銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

８．その他の注記
（企業結合等関係）
（共通支配下の取引等）

当社は、平成27年７月27日開催の取締役会におきまして、当社連結子会社の㈱あるあるＣｉｔｙが、
同じく当社連結子会社の㈱あるある（平成27年７月10日設立）に対し、商業施設の運営事業である、あ
るあるＣｉｔｙ事業を譲渡すること、及び当社連結子会社の㈱アパマンショップサブリースが、㈱ある
あるＣｉｔｙを吸収合併することを決議いたしました。
⑴取引の概要

①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業譲渡及び被結合企業の名称 ㈱あるあるＣｉｔｙ
事業の内容 あるあるＣｉｔｙ事業
事業譲受企業の名称 ㈱あるある
事業の内容 あるあるＣｉｔｙ事業
結合企業の名称 ㈱アパマンショップサブリース
事業の内容 プロパティ・マネジメント事業、ＰＩ・ファンド事業

②企業結合日
平成27年９月１日

③企業結合の法的形式
㈱あるあるを譲受先とする㈱あるあるＣｉｔｙのあるあるＣｉｔｙ事業の譲渡、及び、㈱アパマン

ショップサブリースを存続会社とし、㈱あるあるＣｉｔｙを消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称

㈱アパマンショップサブリース
㈱あるある

⑤その他取引の概要に関する事項
当社グループでは、コア事業である斡旋事業及びプロパティ・マネジメント事業に経営資源を集中

し、コア事業の成長と収益拡大に向けた諸施策を進めております。
本施策の一貫として、業務効率の向上と経営施策実行の迅速化を図ることを目的として、㈱あるあ

るＣｉｔｙの事業の一部（あるあるＣｉｔｙ事業）を、㈱あるあるＣｉｔｙから㈱あるあるに譲渡し、
本事業譲渡後に、㈱アパマンショップサブリースが㈱あるあるＣｉｔｙを吸収合併する組織再編を行
うことといたしました。なお、㈱あるあるは、本合併効力発生の同日付けで、商号を「㈱あるあるＣ
ｉｔｙ」に変更いたしました。

⑵実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年
12月26日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

（注）連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書並びに連結注記表に記載の金額は、表
示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成27年９月30日現在） (単位：百万円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 3,796 流 動 負 債 4,770
現 金 及 び 預 金 1,603 買 掛 金 0
売 掛 金 93 短 期 借 入 金 500
前 払 費 用 79 １年内返済予定の長期借入金 2,347
繰 延 税 金 資 産 153 関 係 会 社 短 期 借 入 金 1,500
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 1,695 リ ー ス 債 務 18
未 収 収 益 1 未 払 金 177
そ の 他 402 未 払 法 人 税 等 50
貸 倒 引 当 金 △234 前 受 金 26

固 定 資 産 40,494 預 り 金 18
有 形 固 定 資 産 13,697 前 受 収 益 62
建 物 12,617 賞 与 引 当 金 5
構 築 物 57 そ の 他 63
機 械 及 び 装 置 8 固 定 負 債 31,619
車 両 運 搬 具 0 長 期 借 入 金 28,294
工 具 器 具 備 品 46 リ ー ス 債 務 41
土 地 912 繰 延 税 金 負 債 546
リ ー ス 資 産 55 退 職 給 付 引 当 金 65

無 形 固 定 資 産 40 資 産 除 去 債 務 6
ソ フ ト ウ ェ ア 0 金 利 ス ワ ッ プ 負 債 34
そ の 他 40 長 期 預 り 保 証 金 2,630

投 資 そ の 他 の 資 産 26,756 負 債 合 計 36,389
投 資 有 価 証 券 27 純 資 産 の 部
関 係 会 社 株 式 26,286 株 主 資 本 7,892
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 8 資 本 金 7,311
敷 金 及 び 保 証 金 414 資 本 剰 余 金 113
そ の 他 393 資 本 準 備 金 113
貸 倒 引 当 金 △372 利 益 剰 余 金 2,361

利 益 準 備 金 19
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,342
繰 越 利 益 剰 余 金 2,342

自 己 株 式 △1,894
新 株 予 約 権 9

純 資 産 合 計 7,901
資 産 合 計 44,291 負 債 ・ 純 資 産 合 計 44,291
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損　益　計　算　書
(平成26年10月 1 日から

平成27年 9 月30日まで)
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 4,275
売上原価 1,817

売上総利益 2,457
販売費及び一般管理費 1,147

営業利益 1,309
営業外収益

受取利息 96
受取配当金 1,247
貸倒引当金戻入額 922
金利スワップ評価益 27
その他 19 2,313

営業外費用
支払利息 529
支払手数料 283
その他 19 832
経常利益 2,790

特別利益
関係会社株式売却益 1,478
債務免除益 300
投資損失引当金戻入額 1,039 2,818

特別損失
関係会社株式評価損 59
リース解約損 1 60
税引前当期純利益 5,548
法人税、住民税及び事業税 63
法人税等調整額 1,533
当期純利益 3,951
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株主資本等変動計算書
(平成26年10月 1 日から

平成27年 9 月30日まで)
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資本剰余金合計 利 益
準 備 金

そ の 他
利益剰余金

利益剰余金合計
繰 越 利 益
剰 余 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 7,311 113 2,750 2,863 － 558 558 △2,714 8,019
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △190 △190 △190
利 益 準 備 金 の 積 立 19 △19 － －
当 期 純 利 益 3,951 3,951 3,951
自 己 株 式 の 取 得 △3,889 △3,889
自 己 株 式 の 処 分 △2 △2 2 0
自 己 株 式 の 消 却 △4,706 △4,706 4,706 －
利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替 1,958 1,958 △1,958 △1,958 －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 － － △2,750 △2,750 19 1,783 1,802 819 △127
当 事 業 年 度 末 残 高 7,311 113 － 113 19 2,342 2,361 △1,894 7,892

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 9 8,029
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △190
利 益 準 備 金 の 積 立 －
当 期 純 利 益 3,951
自 己 株 式 の 取 得 △3,889
自 己 株 式 の 処 分 0
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本
剰 余 金 へ の 振 替 －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 － △127
当 事 業 年 度 末 残 高 9 7,901
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個　別　注　記　表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券

イ．時価のあるもの
　当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

ロ．時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

②デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

⑵　固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

　自社利用の有形固定資産については、主に定率法を採用しております。また、賃貸目的の有形固定資
産については、主に定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ８年～50年
構築物 10年～45年
機械及び装置 ８年～17年
工具器具備品 ３年～15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。

商標権 10年
自社利用のソフトウェア ５年

③リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

⑶　引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性
を検討し回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金
　当社は従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(簡便法)に基づき計上し
ております。

③賞与引当金
　従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度負担額を計上して
おります。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供されている資産に関する事項

①担保に供されている資産 建物 12,595百万円
構築物 51百万円
機械及び装置 8百万円
工具器具備品 19百万円
土地 880百万円
関係会社株式 12,141百万円
　合計 25,696百万円

１年内長期借入金 2,010百万円
②担保に係る債務 １年超長期借入金 24,189百万円

　合計 26,199百万円

　なお、上記の担保に供されている資産以外に連結子会社３社から担保提供を受け、担保に供されている
資産は次のとおりであります。

建物 18百万円
土地 1,509百万円
関係会社株式 2,480百万円
　合計 4,008百万円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 20,363百万円
　　有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

⑶　関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 152百万円
短期金銭債務 60百万円
長期金銭債務 6百万円

⑷　貸出コミットメント契約
当社は子会社との間に貸出コミットメント契約を締結しております。なお、当事業年度末における未実

行残高は次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 5,580百万円
貸出実行残高 1,683百万円

差 引 額 3,896百万円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高 売上高 2,577百万円

営業費用 188百万円
営業取引以外の取引高 1,636百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 485,157株

５．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式評価損、税務上の繰越欠損金であり、繰延税金負債の発
生の主な原因は、固定資産圧縮積立金であります。なお、評価性引当額は2,048百万円であります。
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等
の名称

議決権等
の所有

割合(％)
関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社
㈱アパマン
ショップ

ネットワーク
直接　100 役員の兼任

経営指導料
（注）１ 621 － －

資金の貸付
（注）２ 1,430

関係会社
短期

貸付金
1,266

土地及び株式
の担保受入
（注）３

3,415 － －

増資引受
（注）５ 4,646 － －

保有株式の
売却

（注）６
2,480 － －

債務被保証
（注）８ 19,000 － －

子会社
㈱アパマン
ショップ

リーシング
直接　100 役員の兼任

経営指導料
（注）１ 806 － －

資金の借入
（注）４ 3,480

関係会社
短期

借入金
1,000

土地及び建物
の担保受入
（注）３

211 － －

債務被保証
（注）８ 19,000 － －

子会社
㈱アパマン
ショップ

サブリース
直接　100 役員の兼任

経営指導料
（注）１ 600 － －

資金の貸付
（注）２ 651 関係会社

短期貸付金 －

資金の借入
（注）４ 3,999 関係会社

短期借入金 500
土地の

担保受入
（注）３

382 － －

受取配当金
（注）７ 1,200 － －

債務被保証
（注）８ 5,700 － －
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（注）１．経営指導料は、グループ運営費用を基に決定しております。
２．同社からの短期貸付金については、当座貸越契約に基づくものであり、貸付利率は市場金利を

勘案して決定しております。また、返済条件は期間１年、担保の差入れはありません。
３．同社からの担保の受入れについては、当社の銀行借入に対するものであります。
４．同社からの短期借入金については、当座貸越契約に基づくものであり、借入利率は市場金利を

勘案して決定しております。また、返済条件は期間１年、担保の差入れはありません。
５．同社の新株をデット・エクイティ・スワップにより、2,146百万円、第三者割当により2,500百

万円（1株につき50,000円）で引き受けたものであります。
６．当社は持分法適用関連会社（㈱システムソフト）の普通株式を同社に譲渡しております。なお

株式譲渡価額については、過去1年間の終値の平均値より算出しております。
７．子会社からの剰余金の配当金額については、子会社の業績及び内部留保等を総合的に勘案し、

決定しております。
８．当社の借入債務に対し、同社が連帯保証を行っております。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 575円52銭
⑵　１株当たり当期純利益 223円02銭

８．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注）貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに個別注記表に記載の金額は、表示単位未満を
切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成27年11月12日
株式会社アパマンショップホールディングス

取締役会　御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 内 茂 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邊 　 誠 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アパマンショップホールディングスの平成26年10月1日から
平成27年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アパマンショップホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成27年11月12日
株式会社アパマンショップホールディングス

取締役会　御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 森 内 茂 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 渡 邊 　 誠 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社アパマンショップホールディングスの平成26年10月1
日から平成27年9月30日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示
に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、株式会社アパマンショップホールディングスの平成26年10月１日から平成27年９月
30日までの第16期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。

　　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について、定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年11月16日
株式会社アパマンショップホールディングス　監査役会

常勤監査役 髙 尾 正 紀 ㊞
監 査 役 渕 ノ 上 　 邦 　 晶 ㊞
社外監査役 有 保 　 誠 ㊞
社外監査役 山 田 毅 志 ㊞

以　上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
（１）当社は、平成27年７月６日付でＡ種優先株式の発行済全株式を消却したため、Ａ種優先

株式に関して規定した条文を削除するものであります。
（２）「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行

され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任
限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、
その期待される役割を十分に発揮できる体制を整えるため、現行定款第24条及び第31条を
変更いたします。なお、現行定款第24条第２項の変更に関しては、各監査役の同意を得て
おります。

２．変更の内容
　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現　行　定　款 変　更　案

第１条～第４条（条文省略）

第二章　株式
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数）
第５条　　当会社の発行可能株式総数は、

41,350,000株とする。
２．当会社の発行可能種類株式総数は、各種

類の株式に応じてそれぞれ次のとおりとす
る。

　普通株式　　　41,350,000株
Ａ種優先株式　　 6,545,460株

（単元株式数）
第６条　　当会社の単元株式数は、普通株式につき

100株とし、Ａ種優先株式につき１株とす
る。

第７条～第１２条（条文省略）

第１条～第４条（現行どおり）

第二章　株式
（発行可能株式総数）
第５条　　当会社の発行可能株式総数は、

41,350,000株とする。
（削除）

（単元株式数）
第６条　　当会社の単元株式数は、100株とする。

第７条～第１２条（現行どおり）
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現　行　定　款 変　更　案
第二章の二　Ａ種優先株式

（剰余金の配当）
第１２条の２　当会社は、普通株式を有する株主（以

下「普通株主」という。）及び普通株式の登
録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」
という。）に対して剰余金の配当を行うとき
は、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の
株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株式
を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい
う。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以
下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に
対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１
株当たりの配当額と同額の剰余金の配当を普
通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余
金の配当と同順位にて行う。

（残余財産の分配）
第１２条の３　当会社は、残余財産を分配するとき

は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権
者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者
に先立ち、Ａ種優先株式１株当たり、(a)普通
株式１株当たりの時価、(b)IRR30％相当額又
は(c) 8,250円（ただし、Ａ種優先株式につ
き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併
合又はこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。）のうち、最も高い金額
に相当する額の残余財産の分配を行う。「普
通株式１株当たりの時価」及び「IRR30％相
当額」については、以下にそれぞれ記載され
た定義に従い計算する。

（削除）

（削除）
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現　行　定　款 変　更　案
（１）普通株式１株当たりの時価

「普通株式１株当たりの時価」とは、残余財産
の分配が行われる日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の株式会社東京証券取引所（ＪＡ
ＳＤＡＱ市場）における当会社の普通株式の普
通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平
均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第
２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す
る。）とする。

（２）IRR30％相当額
「IRR30％相当額」とは、次の算式に従って算
出される額とする。
IRR30％相当額＝2,750円×Ｐ

「Ｐ」＝1.3をｍを指数として累乗した数
「ｍ」＝ｐ（以下に定義する。）＋（ｐ’（以下
に定義する。）÷365）（小数点以下第４位を切
り捨てる。）
「ｐ」とは、平成23年３月30日（同日を含む。）
から残余財産の分配が行われる日（同日を含
む。）までの期間を「ｐ年とｐ’日」とした場合
のｐをいう。
「ｐ’」とは、平成23年３月30日（同日を含む。）
から残余財産の分配が行われる日（同日を含
む。）までの期間を「ｐ年とｐ’日」とした場合
のｐ’をいう。
Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当て、株式の併合又はこれに類する事由があっ
た場合には、適切に調整される。

２．Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者
に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わな
い。

（議決権）
第１２条の４　Ａ種優先株主は、株主総会において

議決権を有しない。

（削除）

（削除）
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現　行　定　款 変　更　案
（株式の併合又は分割及び株式無償割当て）
第１２条の５

（１）分割又は併合
当会社は、株式の分割又は併合を行うと
きは、普通株式及びＡ種優先株式の種類
ごとに、同時に同一の割合で行う。

（２）株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うとき
は、普通株式及びＡ種優先株式の種類ご
とに、当該種類の株式の無償割当てを、
同時に同一の割合で行う。

（普通株式を対価とする取得請求権）
第１２条の６　Ａ種優先株主は、平成24年３月30日

以降いつでも、法令の定める範囲内におい
て、当会社に対し、普通株式の交付と引換え
に、その有するＡ種優先株式の全部又は一部
を取得することを請求することができるもの
とし、当会社は、当該請求に係るＡ種優先株
式１株を取得するのと引換えに、当該Ａ種優
先株主に対して普通株式１株を交付する。

（削除）

（削除）
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現　行　定　款 変　更　案
（金銭を対価とする取得条項）
第１２条の７　当会社は、平成24年３月30日以降、

いつでも、当会社が別に定める日の到来をも
って、法令の定める範囲内において、Ａ種優
先株式の全部又は一部を取得することができ
るものとし、当会社は、Ａ種優先株式を取得
するのと引換えに、Ａ種優先株主に対して、
Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株当た
りの時価相当額の金銭を交付する。「普通株
式１株当たりの時価」については、第９条の
３第１項第１号に記載された定義により計算
するが、「残余財産の分配が行われる日」を
「取得日」と読み替えて計算する。なお、Ａ
種優先株式の一部を取得するときは、比例按
分の方法による。

（種類株主総会における議決権）
第１２条の８　当会社が、普通株式、他の種類の株

式又は新株予約権、新株予約権付社債その他
の潜在的株式の発行又は処分（Ａ種優先株式
に係る取得請求権の行使による又は取得条項
に基づく普通株式の交付及びＡ種優先株式の
発行時点で残存する新株予約権の行使による
普通株式の交付を除く。）を法令又は定款で
定める決定機関で決議する場合には、当該決
議の他、当会社のＡ種優先株主を構成員とす
る種類株主総会の決議を要する。

第三章　株主総会
第１３条～第１６条（条文省略）

（種類株主総会）
第１６条の２　第１０条から第１３条までの規定

は、種類株主総会についてこれを準用する。

（削除）

（削除）

第三章　株主総会
第１３条～第１６条（現行どおり）

（削除）
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現　行　定　款 変　更　案
第四章　取締役及び取締役会

第１７条～第２３条（条文省略）

（取締役の責任免除）
第２４条　当会社は、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む。）の会社法
第423条第１項の賠償責任について法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として免除することができる。

２．当会社は、社外取締役との間で、会社法第
423条第１項の賠償責任について法令に定め
る要件に該当する場合には、賠償責任を限定
する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、
金1,000万円以上であらかじめ定めた額と法
令の定める最低責任限度額とのいずれか高
い額とする。

第五章　監査役及び監査役会

第２５条～第３０条（条文省略）

（監査役の責任免除）
第３１条　当会社は、取締役会の決議によって、監

査役（監査役であった者を含む。）の会社法
第423条第１項の賠償責任について法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として免除することができる。

第四章　取締役及び取締役会

第１７条～第２３条（現行どおり）

（取締役の責任免除）
第２４条　当会社は、取締役会の決議によって、取

締役（取締役であった者を含む。）の会社法
第423条第１項の賠償責任について法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として免除することができる。

２．当会社は、取締役（業務執行取締役等であ
るものを除く。）との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任について法令に定める要
件に該当する場合には、賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただし、当該
契約に基づく賠償責任の限度額は、金1,000
万円以上であらかじめ定めた額と法令の定
める最低責任限度額とのいずれか高い額と
する。

第五章　監査役及び監査役会

第２５条～第３０条（現行どおり）

（監査役の責任免除）
第３１条　当会社は、取締役会の決議によって、監

査役（監査役であった者を含む。）の会社法
第423条第１項の賠償責任について法令に定
める要件に該当する場合には、賠償責任額か
ら法令に定める最低責任限度額を控除して得
た額を限度として免除することができる。
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現　行　定　款 変　更　案
２．当会社は、社外監査役との間で、会社法第

423条第１項の賠償責任について法令に定め
る要件に該当する場合には、賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該
契約に基づく賠償責任の限度額は、金1,000万
円以上であらかじめ定めた額と法令の定める
最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第３２条～第３８条（条文省略）

２．当会社は、監査役との間で、会社法第423条
第１項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任を限定する契約
を締結することができる。ただし、当該契約に
基づく賠償責任の限度額は、金1,000万円以上
であらかじめ定めた額と法令の定める最低責
任限度額とのいずれか高い額とする。

第３２条～第３８条（現行どおり）
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第２号議案　取締役３名選任の件
　現任の取締役全員３名は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて
取締役３名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
株 式 の 数
(平成27年９月30日現在)

１
おお

大
むら

村
こう

浩
じ

次
(昭和40年６月29日)

平成10年10月 アパマンショップ研究会（任意の研究会）
を主催してその主要メンバーの一員とな
る。

普通株式
2,635,960株

平成11年10月 当社設立、代表取締役社長（現任）
平成17年９月 ㈱アパマンショップリーシング代表取締役

社長（現任）
平成17年12月 ㈱システムソフト取締役会長
平成18年４月 ㈱ＡＳＮネットワーク（現㈱アパマンショ

ップネットワーク）代表取締役社長
平成18年７月 ㈱アパマンショップネットワーク代表取締

役会長（現任）
平成20年３月 ㈱インボイスＲＭ（現㈱アパマンショップ

サブリース）取締役会長（現任）
平成25年１月 ㈱システムソフト取締役（現任）

２
いし

石
かわ

川
まさ

雅
ひろ

浩
(昭和44年５月11日)

平成12年12月 当社入社

普通株式
26,550株

平成14年10月 当社ＰＭ事業本部長
平成15年12月 当社取締役ＰＭ事業本部長
平成16年10月 当社常務取締役（現任）ＡＭ事業本部長
平成16年12月 当社常務取締役ＡＭ事業本部長兼ＰＭ事業

本部長
平成17年12月 ㈱システムソフト取締役（現任）
平成18年４月 ㈱ＡＳＮネットワーク（現㈱アパマンショ

ップネットワーク）取締役
平成18年７月 ㈱アパマンショップリーシング取締役ＰＭ

事業本部長
平成19年６月 ㈱アパマンショップネットワーク常務取締

役（現任）
㈱アパマンショップリーシング常務取締役
（現任）
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事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候 補 者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び
担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る 当 社
株 式 の 数
(平成27年９月30日現在)

３
かわ

川
もり

森
たか

敬
し

史
(昭和40年11月30日)

平成15年10月 当社入社ＦＣ事業本部副本部長

普通株式
21,620株

平成15年12月 当社取締役ＦＣ事業本部副本部長
平成16年７月 当社取締役ＦＣ事業本部長
平成16年10月 当社常務取締役（現任）ＦＣ事業本部長
平成17年12月 ㈱システムソフト社外監査役
平成18年４月 ㈱ＡＳＮネットワーク（現㈱アパマンショ

ップネットワーク）取締役
平成18年７月 当社常務取締役システム本部長

㈱アパマンショップネットワーク代表取締
役社長（現任）
㈱アパマンショップリーシング取締役リー
シング事業本部長

平成19年６月 ㈱アパマンショップリーシング常務取締役
（現任）首都圏事業本部長

平成20年３月 ㈱インボイスＲＭ（現㈱アパマンショップ
サブリース）取締役（現任）

（注）１．取締役候補者３名と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．会社法施行規則第74条の２に規定する「社外取締役を置くことが相当でない理由」につきまして

は、本招集ご通知の事業報告「４．会社役員に関する事項（４）社外役員に関する事項」の④に記載
しております。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会　場：東京都中央区日本橋茅場町三丁目２番10号

鉄鋼会館　８階　801号室
ＴＥＬ：03-3669-4856

Ｎ
Ｐ

東京駅

ハナマサ
昭和通り

三菱東京UFJ銀行

首都高速

大垣共立銀行
平成通り

宝町ランプ

PMO
八重洲通

日本橋
消防署

中央警察署
12番出口

東西線
茅場町駅

日枝神社

東京証券会館
２番出口

日比谷線
東西線
茅場町駅

スマイルホテル
東京日本橋１番出口

Family
Mart

ホテル
サードニクス
東京

鉄鋼会館
Ａ５番出口ＪＲ

ＪＲ ＪＲ

髙島屋

東京日本橋
タワー

都営浅草線
日本橋駅

京
葉
線
八
丁
堀
駅

エ
ー
ス
証
券

東
西
線
茅
場
町
駅

鍛
冶
橋
通
り

八
重
洲
通
り

永
代
通
り

ＪＲ

日比谷線八丁堀駅 新大橋通り 日比谷線茅場町駅

12

2A5

1

Tomod’s

交通のご案内
■東　西　線「茅場町駅」（12番出口）徒歩約５分
■日比谷線「茅場町駅」（１番出口）徒歩約５分
■日比谷線「八丁堀駅」（Ａ５番出口）徒歩約５分

■駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は
ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


